●●会　　会則（規約）
（名称）

第１条　本会は、●●（団体名）と称し、事務所を会長宅（登米市●町●番地）に置く。
（目的）
第２条　本会は、身近な地域（●町内）において高齢者、障がい者、こども等を対象とした移動支援である互助活動を行うことを目的とする。
（事業）

第３条  本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

（１）●●を行うこと。
（２）●●をすること。
（会員）
第４条　本会の会員は、次の２種類とする。
（１）会の目的に賛同し入会した者
（２）その他、会長が認めた者
（役員）

第５条  本会に次の役員を置く。

（１）会　長    １名
（２）副会長    ●名

（３）会　計　  ●名
２　第１項に定める役員は、会員の互選により選出する。
３　役員の任期は●年とする。ただし、再任を妨げない。（途中で役員が代わる場合は残任期間とする）
（職務）

第６条  会長は、本会を代表し、円滑な運営に努める。
２　副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。

３　会計は、会の財産を管理する。
（会の運営）

第７条　本会の運営は次のとおりとする。
（１）本会の活動内容、予算、決算、役員改選等については、年1回の定期総会により決定する。
（２）課題が生じたときは、随時、臨時総会を開催し、協議する。
（３）定期総会及び臨時総会は会員（役員）の過半数の出席により開催され、出席者の過半数により議決される。
（活動経費）

第８条　本会の活動に必要な経費は、会員からの会費と、運送に係る実費相当分を利用に応じて徴収するものとする。
２　実費相当分はガソリン代、●費とする。
３　会費●円、実費相当分●円とする。
（事業及び会計年度）

第９条  本会の事業年度及び会計年度は、毎年４月１日に始まり３月３１日に終わる。 
（事故への対応）
第10条　事故が起こったときの対応については、●とする。
（変更）

第11条　本会則は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。
附則

　本会則は、令和●年●月●日から施行する。
